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日本航空株式会社から人材派遣を受入れ 

～地域活性化起業人制度を活用～ 

 

市では、総務省の地域活性化起業人制度を活用して、日本航空株式会社から人材を引き

続き受け入れる。これによって、外部・民間の視点や専門的知識を活かし、基本構想に掲

げる「小さな世界都市 –Local & Global City-」の実現のための有力な戦略の一つである

「豊岡市大交流ビジョン」のさらなる推進を図る。 

 

１ 派遣社員について 

⑴ 氏名および年齢 

馬場
ば ば

 荘
そう

一郎
いちろう

 58 歳 

 ⑵ 略歴 

   1991 年４月 株式会社日本エアシステム（現日本航空株式会社）入社 

2015 年４月 山陰支店長 

2018 年４月 本店 国際販売部 第２販売グループ長 

2019 年７月  レベニューマネージメント戦略部レベニューアカウンティング室  

統括マネジャー 

2021 年４月 地域事業本部 事業戦略部 マネジャー 

2023 年４月 ソリューション営業推進部 地域活性化推進グループ マネジャー 

⑶ 派遣先の所属 

 豊岡市産業経済部観光政策課 

⑷ 派遣期間 

   2026 年４月１日から 2029 年３月 31 日までの３年間（予定） 

 ⑸ 担当業務 

  ア 大交流ビジョンの推進に関すること。  

イ 国内・海外誘客の推進に関すること。 

ウ 観光ＤＸの推進に関すること。 

エ 業務遂行のための関係団体等との調整に関すること。 

 ⑹ 前派遣者 

  ア 氏名   島津
し ま づ

 太一
た い ち

 

  イ 派遣期間 2020 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで（６年間） 

 

２ 地域活性化起業人制度について 

民間企業からの人材派遣により、自治体が抱える地域課題に対して、社員の専門的な

ノウハウや知見を活かしながら自治体業務に従事することで、地域活性化を図る取組み。

派遣期間中の社員の給与などに係る経費は国からの支援が受けられる。 
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３ その他 

観光政策課では、同制度を活用し、西日本旅客鉄道株式会社からも受入れを行ってい

る。 

 

 

〔問合せ〕豊岡市産業経済部観光政策課 TEL0796-21-9016(直通) 

担当：延東(内線 2322) 


